
彩の国工場指定事業実施要領 

      

 

１ 目  的  

 地域に開かれ、地域に愛される工場づくりを進めるため、周囲の環境に配慮し、公害防止に対する

法令を遵守している工場のうち、ものづくりへの理解促進や、地域貢献活動などに取り組む他の模範

となる工場を「彩の国工場」として指定の上、公表することを通じて、県民と工場が共生する地域づ

くりを推進するものである。 

  

２ 要件 

  知事は、周囲の環境に配慮し、公害防止に関する法令を遵守している工場のうち、次の各 

 号に掲げる要件１つ以上を満たす工場を「彩の国工場」として指定する。 

 （１）ものづくりに対する親しみや理解の促進、興味の喚起を行うため、工場見学を積極的 

   に受け入れている。 

 （２）地元の催しへの参加等、地域に貢献する活動を行っている。 

 

３ 指定の手続き 

（１）彩の国工場の指定を受けようとする者は、様式第１号の彩の国工場指定申請書（以下「申請書」

という。）を、知事が指定する期日までに、工場が所在する市町村、商工会、商工会議所、地域

振興センター及び埼玉県産業労働部新産業育成課（以下「新産業育成課」という。）のいずれか

に提出するものとする。 

（２）申請書の提出を受けた市町村、商工会、商工会議所、地域振興センターは、取りまとめの上、様

式第２号により、速やかに新産業育成課に送付するものとする。 

（３）新産業育成課は、申請のあった工場について調査を行い、申請書に沿って様式第３号彩の国工場

指定調査票を作成し、２の要件を具備しているか評価する。 

 

４ 指定 

 知事は、申請書及び３（３）の調査結果に基づき審査を行い、内容が２の要件に該当すると認め

られるときは、当該工場を彩の国工場として指定し、指定書を交付するものとする。ただし、指定

申請年度の直近決算において債務超過（貸借対照表において負債が資産を上回っている状態）とな

っている工場は、原則として彩の国工場の指定を行わないものとする。 

 

５ 彩の国工場の役割 

 彩の国工場として指定を受けた工場（以下「指定工場」という。）は、次の事項について積極的に

実施するものとする。 

（１）生産現場や工場外観の改善など、彩の国工場にふさわしい工場づくり 

（２）生産活動に支障のない範囲で行う工場見学の受入れや地域住民への敷地・工場施設の一部開放、

  祭りや清掃活動等の地元行事への参加など、地域に愛される工場づくり 

 

６ 活動状況の報告等 

 指定工場は、５の各号に規定された役割について、様式第４号により、その実施状況を県に報告す

るものとする。 

 なお、今後、５に規定された役割を継続することが困難になった場合などには、様式第５号により

指定の辞退を届け出るものとする。 

 

 



７ 申請内容の変更 

（１）指定工場は、３（１）により申請した内容を変更する場合には、様式第６号により届け 

  出るものとする。 

（２）変更の届出のうち、工場を移転する場合にあっては、３（３）に準ずる手続きを行い、 

  指定を継続することの可否について評価する。 

  

８ 指定の取消し 

 知事は彩の国工場の指定を受けた工場が２の要件に該当しなくなり、彩の国工場としての適格性を

欠くと認めるとき又は６に規定された活動報告書の提出が２年間続けて確認できないときは、指定を

取り消すことができる。 

  

９ その他 

 この要領に定めるもののほか、彩の国工場の指定について必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

附則 この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成７年６月３０日から施行する。 

附則 この要領は、平成９年５月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１０年５月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１３年６月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１４年５月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１７年５月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１８年９月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成１９年５月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２０年５月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２１年４月１０日から施行する。 

附則 この要領は、平成２２年４月１２日から施行する。 

附則 この要領は、平成２３年４月１５日から施行する。 

附則 この要領は、平成２４年４月１７日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年２月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年４月２３日から施行する。 

附則 この要領は、平成２９年４月６日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年３月２６日から施行する。 

附則 この要領は、平成３１年２月２７日から施行する。 

附則 この要領は、令和３年３月３１日から施行する。 

附則 この要領は、令和5 年4 月26 日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年３月１４日から施行する。 

附則 この要領は、令和６年４月１５日から施行する。 

附則 この要領は、令和７年３月２５日から施行する。 

附則 この要領は、令和８年３月２５日から施行する。 

  



（様式第１号） 

 

令和 年度彩の国工場指定申請書 

 

                                   令和 年  月  日 

 

  （ 宛 先 ） 

   埼玉県知事   

 

 

 

 

                    （工場の所在地） 

 

                    （工 場 名） 

 

          （代 表 者 名） 

 

 

 

彩の国工場の指定を受けたいので、別添のとおり申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 添① 

工  場  の  概  要  

 

   記入者職・氏名： 

   電 話 番 号： 

   メールアドレス： 

 

工場名  代表者名  

所在地  電話番号  

業 種  
従業員数 

（申請工場内） 
合 計      人 

資本金  売上高  

 

【工場について御記入ください】 

 １ 企業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 主な製品 

 

製品名 概 要 

・  

・  

・  

・  

 

 ３ 工場の特色（製品面・技術面・設備面） 

 

 

 



別 添② 

 

【「彩の国工場」指定申請について】 

１ 申請内容について、該当するものにチェックを付けてください。また各内容の【取組状況】についてできる

だけ具体的に御記入ください。 

 

 

  要件（１項目以上に該当することが必要です） 

 ﾁｪｯｸ欄 内   容 

１ 

 ものづくりに対する親しみや理解の促進、興味の喚起を行うため、工場見学を積極的に受

け入れている。 

【取組状況】 

（記入例：地元の小学校の社会科見学や、中学校の職業体験を受け入れている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 地元の催しへの参加等、地域に貢献する活動を行っている。 

【取組状況】 

（記入例：商工祭では毎年○○を実施しており地域の方から大変好評である。地域のイベ

ントの際には、工場駐車場を開放し参加者に利用してもらっており地域住民との距離が縮

まった。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 ※  参考に直近の決算書１期分(写し)及び会社案内を添付してください。 

  

２ 今後の社会貢献活動方針及び経営方針について、具体的に記入してください。 

 



（様式第２号） 

 

                                        令和 年  月  日 

 

   （  宛 先  ） 

 埼玉県産業労働部新産業育成課長 

 

         代 表者 

 

彩の国工場申込み等企業取りまとめ調書の送付について 

 

「彩の国工場」の指定について、下記の工場から申請がありましたので、申請書を送付します。 

 

記 

 

 

工  場  名 

 

所   在   地 

 

備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  ※備考欄には、経由機関の意見や、申請工場について特に記すべき事項があれば、記入してください。 

 

 

担当者職・氏名：             

  



（様式第３号） 

彩 の 国 工 場 指 定 調 査 票 

調査年月日 令和 年 月 日 調 査 者  

工 場 名  応 対 者  

所 在 地  電   話  

 

【要 件】 

 １ ものづくりに対する親しみや理解の促進、興味の喚起を行うため、工場見学を積極的に 

  受け入れている。 

 ２ 地元の催しへの参加等、地域に貢献する活動を行っている。 

 

【評価基準】 

 ・Ａ（大変優れている）、Ｂ（優れている）、Ｃ（普通）を記入。申請にないものは「－」。 

 

要件 評価 申請内容に対する調査結果 備考 

１    

２    

 

 

 

 

【指定の可否】 

        

       現地調査を行った結果、彩の国工場の指定要件を満たしていることを確認した。 

 

  

チェック欄



（様式第４号） 

彩 の 国 工 場 活 動 報 告 書 

■ 令和 年度（令和 年 月から令和 年 月）の実施状況についての報告に御協力ください。 

※ 講師派遣についていただいた情報は、教育局等へ提供し活用させていただく予定です。 

  

工場名  代表者名  

電話番号  御担当者名・職  

従業員数 合計   名 メールアドレス  

工

場

見

学

等

の

取

組

状

況 

工
場
見
学
者
数 

合 計      名 

内訳 

・幼稚園      名   ・大学、短大    名   ・その他（          ） 

・小学校      名   ・専門学校     名                  名 

・中学校      名   ・一 般      名 

  ・高 校      名   ・取引先      名     

職
場
体
験
の
受
入
れ
者
数 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・ 

 合 計      名 

 内訳 

・中学校      名  ・大学、短大     名   ・その他（          ）  

・高校性      名  ・専門学校        名                  名 

取
組
状
況 

地
域
貢
献
の 

・ 地元の催しへの参加等、地域に貢献する活動を行った場合にはその概要を御記入ください。 

学
校
等
へ
の
講
師
派
遣
に
つ
い
て
※ 

・ 学校等での講演を実施しましたか。                はい ・ いいえ 

・ はいの場合の講演先     小学校 ・ 中学校 ・ 高校 ・ その他（       ） 

・ 講演のテーマ 

  （                                         ） 

・ 今後、学校等への講師派遣に御協力していただけますか。      はい ・ いいえ 

・ はいの場合に御協力していただける講演先 

                小学校 ・ 中学校 ・ 高校 ・ その他（       ） 

県
へ
の
連
絡
・
要
望 

・ 代表者・所在地の変更・工場見学条件・県ＨＰの掲載内容に変更などがあればご記入ください。 

 

 

・ 彩の国工場指定事業への要望があればご記入ください。 

 



■ 彩の国工場振興協議会に加入されている工場にお尋ねします。 

 

 

  

彩
の
国
工
場
振
興
協
議
会
に
つ
い
て 

・ 彩の国工場の取組への参加の意向はありますか。 

                  非常にある ・ 少しある ・ あまりない ・ない 

・ 上の質問で、「非常にある」または「少しある」とお答えいただいた工場にお尋ねします。 

  参加したいと思う取組を選び、〇を付けてください。※複数選択可 

 

  ・工場見学（高校生・大学生）の受入れ 

  ・工場見学（小・中学生、地域住民等）の受入れ 

  ・最新経済動向等のセミナー 

  ・会員が集う交流会 

  ・経営に関する研究や地域交流など各分科会での活動 

  ・その他（                                  ） 



（様式第５号） 

「彩の国工場」指定辞退届 

 

令和  年  月  日 

 

 

  埼玉県知事 大野 元裕 宛て 

 

 

                       所 在 地 

 

                       指 定 工 場 名 

 

                       代表者職・名 

 

 

 彩の国工場指定事業実施要領６に基づき、「彩の国工場」の指定を辞退したいので下記のとおり届け出

ます。 

 

 

記 

 

辞退理由 

 

 

 

  



（様式第６号） 

「彩の国工場」申請内容変更届 

 

令和  年  月  日 

 

 

  埼玉県知事 大野 元裕 宛て 

 

 

 

                    所 在 地                   

 

                    指定工場名                   

 

                    代表者職・名                   

 

 

 

 彩の国工場指定事業実施要領３（１）に基づいて申請した内容を変更したいので、下記のとおり届け出

ます。 

 

 

記 

 

 

変更の内容  

変更の理由  

連絡先 

 

 担当者                         

 

 ＴＥＬ                         

 

 E-mail                         

 

 


